
平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

一

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

平

成

三

十

年

第

二

九

八

六

号

五

月

二

十

五

日

（　金 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

基
本
測
量
の
終
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地

籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
地
域

認
証
年
月
日

別

府

市

平
二
六
・
六
・
一
七

か
ら
平
二
七
・
一
二

・
九
ま
で

別
府
市
大
字
東
山
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

別
府
市
大
字
東
山
の

一
部

平
三
〇
・　

五
・　

八

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

一
般
国
道
三

八
七
号

宇
佐
市
院
内
町
温
見
字
六
反
田
七
七
四
番

二
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
温
見
字
深
田
七
七
八
番
二

ま
で

前

　
　

メ
ー
ト
ル

一
九
・
五　
　

　

～
一
五
・
〇

メ
ー
ト
ル

三
二
・
〇

後

三
〇
・
六　
　

　

～
一
五
・
〇

三
二
・
〇

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
成
仏
杵
築
線

杵
築
市
大
字
鴨
川
字
鴨
川
一
二
五
三
番
二
か
ら

杵
築
市
大
字
鴨
川
字
五
田
一
四
三
八
番
一
地
先
ま

で

平
三
〇
・　

五
・
二
五

○
公
　
　
　
　
　
告

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
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平
成
三
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二
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五
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大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
種
類

　
　

大
分
県
災
害
対
応
総
合
支
援
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
委
託

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七

　
　
　

条
の
四
に
規
定
す
る
者

　
　

㈡　

営
業
に
関
し
必
要
な
許
可
、
認
可
等
を
得
て
い
な
い
者

　
　

㈢　

営
業
年
数
が
一
年
未
満
の
者

　
　

㈣　

県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

　
　

㈤　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
及
び
添
付
書
類
に
故
意
に
虚

偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者

　
　

㈥　

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暴

力
団
（
同
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者

　

２　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
基
準
日
（
申
請
書
を
提
出
す
る
月
の
初
日
を
い
う
。

　
　



以
下
同
じ
。
）
及
び
基
準
年
度
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
決
算
時
の
実
績
に
お
い
て
、
知
事
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
査
し
、
入
札
参
加
資
格

が
あ
る
と
認
め
た
者
と
す
る
。

　
　

㈠　

営
業
概
要

　
　
　

イ　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
時
の
実
績
を
い
う
。
）

　
　
　

ロ　

競
争
入
札
に
係
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
要
員
の
有
無
（
基
準
日
に
お
い
て
有
す
る
要
員
の
状

　
　
　
　

況
を
い
う
。
）

　
　

㈡　

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

　
　

㈢　

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
時
の
実
績
で
、
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た

　
　
　
　

数
値
を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
の
所
定
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
商
工
労
働
部
情
報
政
策
課
電
子
自
治
体
推
進
班

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

〇
九
七
（
五
〇
六
）
二
〇
七
一

　

３　

申
請
の
時
期

　
　

　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
六
月
四
日
（
月
）
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
申
請
者
が

期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ
な
い

場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　

　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
三
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
、
平
成
三
十

二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

五　

申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp
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n
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u
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六　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１　

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が
必
要

　
　

と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
参
加
資
格
を
停
止
し
た

　
　

時
か
ら
三
年
以
内
で
知
事
が
定
め
る
期
間
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈠　

令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

　
　
　

必
要
な
資
格
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
大
分
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号
）
第
二
条
の
各
号
に
掲

　
　
　

げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　

２　

六
の
１
の
規
定
に
基
づ
き
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加

資
格
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
次

の
と

お
り

総
合

評
価

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。

　
　

平
成

30年
５

月
25日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
知

事
　

　
広

　
　

　
瀬

　
　

　
勝

　
　

　
貞

１
　

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
調

達
す

る
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
種

類

　
　

　
大

分
県

災
害

対
応

総
合

支
援

シ
ス

テ
ム

構
築

業
務

委
託



平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

三

大
分
県
報
（
公
告
）

　
⑵

　
契

約
期

間

　
　

　
契

約
締

結
日

か
ら

平
成

31年
３

月
31日

ま
で

２
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

　
　

大
分

県
生

活
環

境
部

防
災

局
防

災
対

策
企

画
課

防
災

企
画

班

　
　

〒
870－

8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

電
話

　
097－

506－
3067

３
　

契
約

条
項

を
示

す
場

所
及

び
日

時

　
　

大
分

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
及

び
大

分
県

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
（

以
下

「
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ

ム
」

と
い

う
。

）
上

に
平

成
30年

７
月

５
日

（
木

）
ま

で
入

札
説

明
書

を
掲

載
す

る
こ

と
に

よ
り

契
約

条
項

を
示

す
。

４
　

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
の

利
用

　
　

本
案

件
は

、
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

で
行

い
、

原
則

、
紙

に
よ

る
入

札
は

認
め

な
い

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
入

札
に

係
る

事
項

は
、

こ
の

公
告

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
大

分
県

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
運

用
基

準
に

よ
る

。

５
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
も

の
に

必
要

な
資

格
に

関
す

る
事

項

　
　

こ
の

委
託

業
務

に
つ

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
全

て
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
者

に
限

り
入

札
参

加
を

認

め
る

。

　
⑴

　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

22年
政

令
第

16号
）

第
167条

の
４

の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る

こ
と

。

　
⑵

　
大

分
県

が
発

注
す

る
情

報
シ

ス
テ

ム
開

発
業

務
の

請
負

契
約

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必

要
な

資
格

に
関

す
る

規
程

（
平

成
14年

大
分

県
告

示
第

556号
）

の
う

ち
、

シ
ス

テ
ム

開
発

及
び

シ
ス

テ
ム

運
用

・
管

理
と

し
て

の
業

務
の

登
録

を
し

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑶

　
過

去
10年

間
（

平
成

20年
４

月
１

日
か

ら
平

成
30年

３
月

31日
ま

で
の

間
）

に
、

都
道

府
県

に
お

け

る
防

災
情

報
シ

ス
テ

ム
（

Ｇ
Ｉ

Ｓ
を

活
用

し
た

防
災

情
報

の
収

集
、

伝
達

及
び

共
有

を
目

的
と

す
る

シ

ス
テ

ム
を

い
う

。
）

に
係

る
構

築
及

び
運

用
保

守
の

実
績

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑷

　
「

Ｊ
Ｉ

Ｓ
　

Ｑ
９

０
０

１
（

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

）
」

及
び

「
Ｉ

Ｓ
Ｏ

２
７

０
０

１
（

情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
）

」
の

認
証

を
取

得
し

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑸

　
会

社
更

生
法

（
平

成
14年

法
律

第
154号

）
又

は
民

事
再

生
法

（
平

成
11年

法
律

第
225号

）
に

基
づ

き
更

生
手

続
開

始
又

は
再

生
手

続
開

始
（

以
下

こ
れ

ら
を

「
手

続
開

始
」

と
い

う
。

）
の

申
立

て
が

な

さ
れ

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
手

続
開

始
の

決
定

後
に

、
入

札
に

参
加

す
る

支
障

が
な

い

と
認

め
ら

れ
た

者
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

　
⑹

　
公

示
の

日
以

降
開

札
ま

で
の

間
に

お
い

て
、

大
分

県
が

発
注

す
る

情
報

シ
ス

テ
ム

開
発

業
務

の
請

負

契
約

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
を

有
す

る
者

に
対

す
る

指
名

停
止

の
措

置
を

受

け
て

い
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑺

　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

の
各

号
に

掲

げ
る

者
が

、
そ

の
経

営
に

実
質

的
に

関
与

し
て

い
な

い
こ

と
。

　
　

　
な

お
、

資
格

要
件

確
認

の
た

め
、

大
分

県
警

察
本

部
に

確
認

す
る

場
合

が
あ

る
。

　
　

ア
　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

77号
）

第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

　
　

イ
　

暴
力

団
員

（
同

法
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

　
　

ウ
　

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

　
　

エ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

・
使

用
し

て
い

る
者

　
　

オ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

、
原

材
料

の
購

入
契

約

等
を

締
結

し
て

い
る

者

　
　

カ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

又
は

便
宜

を
供

与
し

て
い

る
者

　
　

キ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的
に

非
難

さ

れ
る

関
係

を
有

し
て

い
る

者

　
　

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者

　
⑻

　
共

同
企

業
体

に
よ

る
場

合
は

以
下

の
要

件
を

満
た

す
も

の
で

あ
る

こ
と

。

　
　

ア
　

共
同

企
業

体
協

定
書

を
締

結
し

て
い

る
こ

と
。

な
お

、
共

同
企

業
体

は
、

自
主

結
成

と
す

る
。

　
　

イ
　

共
同

企
業

体
の

各
構

成
員

は
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

ポ
リ

シ
ー

を
定

め
て

従
業

員
へ

遵
守

さ
せ

て
い

る

こ
と

。

　
　

ウ
　

共
同

企
業

体
の

構
成

員
の

１
社

以
上

が
、

⑶
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
。

　
　

エ
　

共
同

企
業

体
の

各
構

成
員

が
、

⑷
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
。

　
　

オ
　

共
同

企
業

体
の

各
構

成
員

は
、

単
独

又
は

他
の

共
同

企
業

体
の

構
成

員
で

本
件

入
札

に
参

加
し

て

い
な

い
こ

と
。

　
⑼

　
事

前
に

入
札

参
加

申
請

を
行

い
、

入
札

参
加

の
承

認
を

受
け

た
者

で
あ

る
こ

と
。

６
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

申
請

の
時

期
及

び
場

所

　
　

上
記

５
⑵

に
お

け
る

資
格

を
、

新
た

に
取

得
し

よ
う

と
す

る
者

の
申

請
の

時
期

及
び

場
所

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

　
⑴

　
申

請
の

時
期

　
　

　
平

成
30年

５
月

25日
（

金
）

か
ら

同
年

６
月

４
日

（
月

）
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
国

民
の

祝

日
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

23年
法

律
第

178号
）

に
規

定
す

る
休

日
を

除
く

。
）

の
９

時
か

ら
17時

ま

で
と

す
る

。
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な

お
、

申
請

者
が

期
日

以
降

に
申

請
を

希
望

す
る

場
合

は
、

そ
の

後
も

随
時

に
受

け
付

け
る

が
、

入

札
に

間
に

合
わ

な
い

場
合

が
あ

る
。

　
⑵

　
申

請
書

類
の

入
手

場
所

及
び

提
出

先

　
　

　
大

分
県

商
工

労
働

部
情

報
政

策
課

電
子

自
治

体
推

進
班

（
県

庁
舎

本
館

７
階

）

　
　

　
〒

870－
8501　

大
分

県
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
電

話
　

097－
506－

2071（
直

通
）

　
　

　
大

分
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
h

ttp
://w

w
w

.p
ref.oita.jp

/sosh
ik

i/14250/san
n

k
ash

ik
ak

u
.h

tm
l

７
　

入
札

参
加

条
件

　
　

入
札

説
明

書
に

規
定

す
る

入
札

参
加

申
請

を
平

成
30年

６
月

29日
（

金
）

ま
で

に
行

い
、

入
札

参
加

資

格
の

事
前

確
認

を
受

け
る

こ
と

。

８
　

入
札

及
び

契
約

の
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨

　
　

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

９
　

入
札

の
期

間
及

び
提

出
方

法

　
⑴

　
期

間

　
　

　
入

札
参

加
承

認
の

日
か

ら
平

成
30年

７
月

５
日

（
木

）
17時

00分
ま

で
と

す
る

。

　
⑵

　
提

出
方

法

　
　

　
原

則
、

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

紙
入

札
（

見
積

）
参

加
届

出

書
を

提
出

し
た

場
合

は
、

２
の

場
所

へ
持

参
又

は
郵

送
に

よ
る

提
出

を
認

め
る

。

　
　

　
※

　
手

続
は

、
大

分
県

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
運

用
基

準
に

よ
る

。

10　
開

札
の

日
時

　
　

平
成

30年
７

月
６

日
（

金
）

10時
00分

11　
再

入
札

　
　

　
開

札
し

た
場

合
に

お
い

て
、

落
札

者
が

い
な

い
と

き
は

、
地

方
自

治
法

施
行

令
第

167条
の

８
第

４

項
の

規
定

に
よ

り
再

入
札

を
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
再

入
札

に
つ

い
て

は
、

金
額

の
入

力
期

限
、

開
札

日
時

及
び

最
低

入
札

価
格

を
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
通

知
す

る
。

12　
入

札
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

20条
第

３
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
免

除
と

す
る

。

13　
無

効
入

札
に

関
す

る
事

項

　
　

次
の

⑴
か

ら
⑻

ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

入
札

は
、

無
効

と
す

る
。

　
⑴

　
入

札
に

参
加

す
る

資
格

を
有

し
な

い
者

の
し

た
入

札

　
⑵

　
競

争
に

際
し

、
不

当
に

価
格

を
せ

り
上

げ
、

又
は

引
き

下
げ

る
目

的
で

他
人

と
連

合
し

た
と

認
め

ら

　
　

れ
る

者
の

し
た

入
札

　
⑶

　
同

一
の

入
札

に
つ

い
て

２
以

上
の

入
札

を
し

た
者

の
入

札

　
⑷

　
同

一
の

入
札

に
つ

い
て

２
以

上
の

入
札

者
の

代
理

人
と

な
っ

た
入

札

　
⑸

　
入

札
金

額
、

住
所

、
氏

名
、

押
印

そ
の

他
入

札
要

件
を

認
定

し
が

た
い

入
札

　
⑹

　
電

子
入

札
に

あ
っ

て
は

、
知

事
が

指
定

す
る

認
証

方
法

を
用

い
な

い
者

の
し

た
入

札

　
⑺

　
電

子
入

札
に

あ
っ

て
は

、
契

約
担

当
者

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
に

到
達

し
た

入
札

金
額

等
の

磁

　
　

気
録

が
書

き
換

え
ら

れ
た

入
札

　
⑻

　
前

各
号

に
定

め
る

も
の

を
除

く
ほ

か
、

契
約

担
当

者
に

お
い

て
特

に
指

定
し

た
事

項
に

違
反

し
た

入

　
　

札

14　
最

低
制

限
価

格
に

関
す

る
事

項

　
　

設
定

し
な

い
。

15　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

　
⑴

　
入

札
価

格
が

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
で

あ
る

者
の

う
ち

、
技

術
提

案
書

評
価

に
よ

る
「

技
術

点
」

と
、

入
札

価
格

評
価

に
よ

る
「

価
格

点
」

の
合

計
点

が
最

も
高

い
者

と
す

る
。

　
⑵

　
落

札
者

と
な

る
べ

き
合

計
点

数
の

最
も

高
い

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス

テ
ム

に
お

い
て

、
電

子
く

じ
に

よ
る

落
札

者
決

定
を

行
う

。

16　
そ

の
他

　
⑴

　
こ

の
調

達
は

、
世

界
貿

易
機

関
（

Ｗ
Ｔ

Ｏ
）

に
基

づ
く

政
府

調
達

に
関

す
る

協
定

の
適

用
を

受
け

る
。

　
⑵

　
そ

の
他

、
詳

細
は

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

17　
S

u
m

m
ary

　
⑴

　
T

h
en

am
eofcon

tractm
atter

　
　

　
D

ev
elop

m
en

tofO
itaP

refectu
reC

om
reh

en
siv

eD
isasterR

esp
on

seS
u

p
p

ortS
y

stem


-T
h

ed
etailsared

escrib
ed

in
th

em
an

u
alofth

isten
d

er.

　
⑵

　
T

im
eL

im
itforT

en
d

er

　
　

　
5:00p

.m
.Ju

ly
5,2018

　
⑶

　
C

on
tactP

oin
tforth

eN
otice

　
　

　
D

isasterp
rev

en
tion

m
easu

resP
lan

n
in

g
D

iv
ision

,

　
　

　
D

isasterp
rev

en
tion

p
lan

g
rou

p
,

　
　

　
O

itaP
refectu

ralG
ov

ern
m

en
tO

ffi
ce

　
　

　
3-1-1,O

h
te-m

ach
i,O

itacity
870-8501Jap

an

　
　

　
T

E
L

（
097）

506-3067

大
分
県
報
（
公
告
）
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測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土

地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

作
業
の
種
類

　
　

基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
名
情
報
）
「
住
居
表
示
住
所
」
整
備
業
務
）

二　

作
業
の
地
域

　
　

大
分
市

三　

作
業
の
終
了
日

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
公
告
）


